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告    示 

 
那覇市告示第６４号  

平成２１年６月３日  

掲 示 済  

 
随意契約の公表について（クリーン推進課） 

 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づき随意契約を行ったので、

那覇市契約規則第２１条第２項の規定より次のとおり公表します。 

 
那覇市長 翁 長 雄 志  

 

２ 契約を締結した後 
契約締結日 平成２１年５月２７日 

契約相手方の氏名及び住所 
那覇市字古島６番地１ 

社会福祉法人 伊集の木会 

理事長 黒潮 武秀 

契約金額 2,403,219円（消費税込み） 

契約理由 

上記条件を満たしているものが当該団

体のみであること。また、当該業務を

委託することにより、本市の知的障害

者の就業機会の確保と社会参加を促進

し、生きがいづくりを支援できるため。

 
 
 
 
 

那覇市告示第６７号  

平成２１年６月１５日  

 
 平成２１年（２００９年）５月那覇市議会臨時会で議決された平成２１年度那覇

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成２１年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）（国保長

寿医療課） 
 平成２１年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に

定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ829,999千円を追加し、歳

入歳出それぞれ38,603,137千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           (単位：千円) 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

8,742,787

千円 

663,999 

千円

9,406,786
1 国民健康保険税 

1 国民健康保険税 8,742,787 663,999 13,891,043

 13,725,043 166,000 8,886,3432 国庫支出金 

1 国庫負担金 8,720,343 166,000 8,886,343

歳 入 合 計 37,773,138 829,999 38,603,137

 

歳 出                           (単位：千円) 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 

 

千円

24,010,666

千円 

0 

千円

9,010,666
2 保険給付費 

1 療養諸費 20,724,943 0 20,724,943

 1 1,549,999 1,549,99911 繰上充用金 

1 繰上充用金 1 1,549,999 1,550,000

 720,320 △720,000 32012 予備費 

1 予備費 720,320 △720,320 320

歳 出 合 計 37,773,138 829,999 38,603,137

 

 
 

 

那覇市告示第６８号  

平成２１年６月１５日  

 

平成２１年（２００９年）５月臨時会で議決された平成２１年度那覇市老人保健

特別会計の補正予算（第１号）は、次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成２１年度那覇市老人保健特別会計補正予算（第１号）（国保長寿医療課） 
 

 平成２１年度那覇市老人保健特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ104,445千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ429,170千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 720 12,075 12,7951 支払基金交付金 

1 支払基金交付金 720 12,075 12,795

 0 92,370 92,3705 国庫支出金 

1 国庫負担金 0 92,370 92,370

歳 入 合 計 324,725 104,445 429,170

 

歳 出                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 5 54,132 54,137

1 償還金 4 8,740 8,744

2 諸支出金 

2 繰出金 1 45,392 45,393

 0 50,313 50,3133 繰上充用金 

1 繰上充用金 0 50,313 50,313

歳 出 合 計 324,725 104,445 429,170

 

 

 

 

那覇市告示第６９号  

平成２１年６月１５日  

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、平成20年 10月 1日から

平成21年3月 31日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のと

おり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成20年度下半期那覇市の財政（平成21年 3月 31日現在）（財政課） 
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公    告 
 

那覇市公告第３８号  

平成２１年６月１日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による図書の写しの送付を受けたので、同法第６３条

第２項の規定において準用する同法第６２条第２項及び同法施行規則（昭和４４年

建設省令第５３条）第４９条の規定に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦

覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

那覇広域都市計画公園事業６･５･那１号奥武山公園 

 

２ 施行者の名称 

沖縄県 

 

３ 事務所の所在地 

那覇市泉崎１丁目２番２号 

 

４ 事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

（２）使用の部分 なし 

 

５ 事業施行期間 

昭和４７年９月２８日から平成２３年３月３１日まで 

 

６ 縦覧の場所 

那覇市役所建設管理部花とみどり課 

（那覇市銘苅２丁目３番１号、銘苅庁舎３階） 
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那覇市公告第３９号  

平成２１年６月１日  

掲 示 済  

 

 那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金給付事業実施要綱を次のように定める。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金給付事業実施要綱（平和交流・男女参画

室） 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当支給事業（以下

「定額給付金事業等」という。）の対象者でありながら、ＤＶ（配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号）第１条第１項

に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。）の被害から逃れるため、住民

基本台帳に居住地の住所を記載できないために定額給付金事業等による給付金又

は手当を受け取ることができない者等に対し、定額給付金事業等による給付金又

は手当相当の那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金（以下「生活給付金」という。）

を給付することにより、被害者への生活支援を行うとともに、地域の経済対策に

資することを目的として実施するＤＶ被害者等生活支援給付金給付事業に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（給付対象者及び申請・受給者） 

第２条 生活給付金の給付対象者（以下「給付対象者」という。）は、平成２１年

２月１日（以下「基準日」という。）において、次のいずれかに該当する者とす

る。 

(１) 那覇市定額給付金給付事業実施要綱第２条に定める定額給付金の給付対象

者であって、ＤＶの被害により、住民基本台帳又は外国人登録原票に記録さ

れている住所とは別の那覇市内の住所に居住している者及びその者に同伴

する者 

(２) 那覇市以外の市区町村が実施する定額給付金事業等の給付対象者であって、

ＤＶの被害により、住民基本台帳又は外国人登録原票に記録されている住所

とは別の那覇市内の住所に居住している者及びその者に同伴する者 

２ 生活給付金を申請し、受給できる者（以下「申請・受給者」という。）は、居

所及び生計を同じくする者のうち、その生計を主宰する者とする。 

 

（給付額） 

第３条 生活給付金の給付額は、次のとおりとする。 

(１) 給付対象者１人につき１万２千円 

(２) 昭和１９年２月２日以前に出生した者及び平成２年２月２日以後に出生し 

た者については、前号の額に１人につき８千円を加算する。 

(３) 申請・受給者と居所及び生計を同じくする者の中に、平成２年４月２日か

ら平成１７年４月１日生まれまでの子（以下「特別手当支給基礎児童」とい
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う。）が２人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第２子以降であ

る平成１４年４月２日から平成１７年４月１日生まれまでの子については、

前２号の額に１人につき３万６千円を加算する。 

 

（申請及び給付の方式） 

第４条 申請・受給者は、平成２１年６月１日から平成２１年１０月１９日までの

間に、那覇市ＤＶ被害者等生活支援給付金申請書兼請求書（様式第１号以下「申

請書」という。）に、次に掲げる書類を添付し、平和交流・男女参画室へ提出す

ることにより受給の申請をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

(１) 給付対象者の氏名及び生年月日を証する公的な書類等 

(２) 口座番号を確認できる書類 

(３) 裁判所が発行する保護命令の決定書の写し、配偶者暴力相談支援センター

等の公的機関が発行する証明書（様式第２号）又はその他市長が認める書類 

(４) 賃貸住宅の契約書、賃借料を支払った事実を証する書類、光熱水費の契約

書、光熱水費を支払った事実を証する書類又は福祉施設の施設長による在所

証明その他基準日において那覇市内の住所に居住していることを証する書

類等 

 

（代理による申請） 

第５条 第２条第２項の規定にかかわらず、次に掲げる者（以下「代理人」という。）

は、申請・受給者に代わり、前条の申請を行うことができる。 

(１) 申請・受給者と居所及び生計を同じくする者 

(２) 民生委員、親類その他の平素から申請・受給者本人の支援をしている者等

で市長が特に認める者 

２ 前項の規定により代理人が生活給付金の申請をするときは、当該代理人は申請

書に委任状（申請書の委任欄への記載を含む。）を添付しなければならない。こ

の場合において、市長は、当該代理人本人であることを確認するため、代理人に

公的身分証明書の提出又は提示を求めるものとする。 

３ 市長は、第１項第２号の代理人にあっては、同号に該当する者であることを証

明する書類の提出を求めることができる。 

 

（給付の決定） 

第６条 市長は、第４条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を確認

の上、給付を決定し、当該申請・受給者（その代理人を含む）に那覇市ＤＶ被害

者等生活支援給付金給付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、申請・受給者に対し、生

活給付金を給付するものとする。ただし、申請・受給者が受給の方法によっては

受給困難であると市長が認める場合は、この限りでない。 

 

（生活給付金の給付等に関する周知等） 

第７条 市は、生活給付金事業の実施に当たり、第２条第１項の給付対象者の把握

に努めるものとし、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付

開始日等の事業の概要について、広報その他の方法によりＤＶの被害者及びその

支援者等への周知及び申請の勧奨に努めるものとする。 
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（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第８条 市長は、申請・受給者から平成２１年１０月１９日までに第４条による申

請が行われなかった場合、申請・受給者が生活給付金の受給を辞退したものとみ

なす。 

２ 市長は、申請書の不備等申請･受給者（その代理人も含む）の責に帰すべき事由

により給付ができない場合において、不備等の補正を期限付きで指示したにもか

かわらず、申請・受給者（その代理人も含む）が補正等を行わなかったときは、

当該申請は取り下げられたものとみなす。 

 

（不正利得の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により生活給付金の給付を受けた者がある

ときは、第６条の規定による給付の決定を取り消し、生活給付金の返還を命ずる

ものとする。 

２ 前項の規定により、給付の決定を取り消したときは、那覇市ＤＶ被害者等生活

支援給付金決定取消通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 生活給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、生活給付金給付事業の実施に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 
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那覇市公告第４１号  

平成２１年６月１０日  

掲 示 済  

 

高速デジタル印刷機賃貸借の制限付一般競争入札の実施について（総務課） 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定に基づき、制限

付一般競争入札（以下「入札」という。）を実施することについて、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６及び那覇市

契約規則第１３条の規定に基づき、次のとおり公告します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
 

１ 入札に付する事項 

（１）件  名   那覇市高速デジタル印刷機賃貸借 

（２）履行場所   那覇市上之屋１丁目２番１号 

那覇市役所仮庁舎内印刷室 

（３）契約内容   那覇市の指定する機能を備えた高速デジタル印刷機を受注

者が那覇市役所仮庁舎印刷室に設置し、那覇市がこれを借

り受ける。 

（４）予定価格   34,200,000円（消費税抜き） 

（５）最低制限価格 設定しない。 

（６）入札の基本条件 

ア 印刷機の名称 

高速デジタル印刷機 

イ 印刷機の規格及び条件 

別紙仕様書のとおり 

ウ 印刷機の賃貸借期間 

平成２１年９月１日（火）から平成２６年８月３１日（日） 

エ 賃貸借契約の注意点 

賃貸借契約金額は、高速デジタル印刷機及び周辺機器、ソフトウェ

アを含んだ金額とし、リース料率分の経費を含む 

オ 支払い方法 

原則として、月払いとする。 

カ 印刷室の概要 

那覇市役所仮庁舎 軽量鉄骨造（プレハブ）コンクリート床 

51.84㎡（7.2ｍ×7.2ｍ） 

 

２ 入札参加資格条件 

（１）市内に本店、支店又は営業所を有するものであること。 

（２）定款又は商業登記簿でリース業又は動産賃貸業を営んでいることを定めて

いる者であること。 
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（３）事務用機器類の賃貸借に関して、直近２事業年度以上の営業実績を有して

いること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること。 

（５）本市内に本店又は支店（営業所含む）を置く場合、市税に滞納がない者で

あること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手

続き開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条

の規定に基づく更正手続き開始の申立てがなされてない者であること。 

（７）経営状態が著しく不健全であると市長が認めるものに該当しない者である

こと。（公告日の３月前から落札決定日までの間に不渡り等を生じていな

いものであること。） 

（８）納入する印刷機のメーカー又はメーカー系保守業者と保守業務及びプリン

ト使用料について提携又は提携予定であること。 

（９）その他市長の定める所定の要件を満たしている者であること。 

 

３ 入札参加資格申請及び資格の確認 

入札を希望する者は、次のとおり申請し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない 

（１）申請期間 平成２１年６月１０日（水）～平成２１年６月１７日(水)まで 

（土、日を除く） 

（２）申請時間 午前９時～午後５時まで 

（３）申請場所 那覇市総務部総務課総務文書グループ 

（那覇市泉崎１－１－１  ０９８－８６２－９９１１） 

（４）申請方法 次の書類各１部を申請期間内に持参又は郵送（郵便にあっては

書留郵便に限る。）により提出する。なお、申請用紙は、総務

部総務課で受け取るか、又は那覇市のホームページ（新着情報）

からダウンロードしてください。 

ア 入札参加資格審査申請書 

イ 仕様確認書 

ウ 提携予定保守業者報告書 

エ 市税に滞納のないことの証明（完納証明書） 

オ 申込書を提出する直近の貸借対照表及び損益計算書 

カ 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市

町村長の発行する身（元）分証明書原本 

（５）資格確認結果の通知 

平成２１年６月２２日（月）までに郵便により通知する。 

 

４ 入札説明会 

入札説明会は実施しない。 

 

５ 本件入札に関する質問及び回答 

（１）質問期間  平成２１年６月１０日（水）～平成２１年６月１８日(木) 

１７時まで 

（２）質問提出先 総務部 総務課 

E-mail：s-sou001@neo.city.naha.okinawa.jp 
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（３）回答期限  平成２１年６月１９日(金)１７時 

本件入札に関する質問については、平成２１年６月１８日午後５時まで

受付ける。なお、本件入札に関する質問にあっては、個別に対応する必要

があると判断したものを除き、入札に参加しようとする全員にメールで通

知又は那覇市のホームページで公開する。 

 

６ 入札 

入札に参加する者は、第５号様式による入札書（以下「入札書」という。）

を下記のとおり提出しなければならない。 

（１）入札書の提出方法  直接持参又は書留郵便により提出する。 

（書留郵便の場合、入札書の受領期限までに必着する

よう送付すること。） 

※別添 封筒作成例参照 

（２）入札書の受領期限  平成２１年６月２９日（月）１７時 

（３）入札書の提出場所  〒900-8585 

那覇市泉崎1丁目1番1号 

那覇市総務部 総務課 

（４）提出書類 

ア 入札書 

イ 委任状 

ウ 代表者印の印鑑証明 

エ 入札保証金又は入札保証保険証券等 

 

７ 入札書の不受理・無効 

那覇市高速デジタル印刷機賃貸借制限付一般競争入札心得（以下「心得」と

いう。）第１１条及び第１２条参照。 

 

８ 入札参加者がいない場合の取扱い 

   心得 第１５条第２項参照。 

 

９ 入札保証金、契約保証金 

（１）入札保証金 

見積もった契約金額※の１００分の５以上。ただし、那覇市契約規則第

12条第1項第1号又は同項第2号に該当したときは、その全部を免除する。

入札保証金は開札日当日に小切手で納めるものとし、開札終了後返還する。

ただし、落札者に対しては契約終了後に返還する。入札保証金には利子を

付さない。なお、那覇市契約規則第 12 条第 1 項第 1 号又は同項第 2 号の

適用を受けようとする者は、それに係る関連書類（入札保証保険契約に係

る保険証券又は契約書写し等）を平成２１年６月２９日（月）１７時まで

に提出すること。 

※見積もった契約金額とは、入札書に記載する金額に当該金額の100分の

５に相当する金額（消費税及び地方消費税）を加算した金額（当該金額

に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）のこ

と。 

 

 401



      那 覇 市 公 報    第１５０５号   2009（平成21）年６月１５日 

（２）契約保証金 

免除する。ただし、契約の相手方が正当な理由なく契約を履行しないと

きは、見積もった契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金とし

て納付しなければならない。 

 

１０ 開札 

（１）開札日時  平成２１年７月１日（水）１０時 

（２）開札場所  市役所本庁４階入札室 

 

１１ その他必要な事項 

（１）提出された書類は返却しない。 

（２）台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前まで

にバスの運行が開始されなければ、開札は延期となる。延期後の日時は、

メール及び那覇市ホームページで掲載する。 

 

１２ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

１３ 問合せ先 

この公告、那覇市役所ホームページ・入札・開札・契約に関すること 

那覇市役所 総務部 総務課  担当者：安谷屋、新里 

電話番号   ０９８－８６２－９９１１ 

ＦＡＸ番号  ０９８－８６２－０６０２ 

 

１４ 要領・様式等の確認方法 

那覇市ホームページ → 那覇市高速デジタル印刷機賃貸借制限付一般

競争入札 → 要領・様式等 

 

 

 

 

 

消防本部公告 
 

那覇市消防本部公告第１号  

平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

月例消防活動訓練の実施について（消防本部警防課） 
 

 消防車が消防訓練においてサイレンを吹鳴しますので、消防法第２６条第３項の

規程により次のとおり公告します。 

那覇市消防本部消防長  宮 平  智  
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訓練実施場所 吹鳴日時 出動車両 

那覇市銘苅２丁目２番１号 

徳洲会新都心クリニック及び周辺 

平成２１年６月２５日 

午前６時００分 
１２台 

（消防本部警防課 救助係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局規程 
 

那覇市上下水道局規程第１３号  

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ２ 日  

公 布 済  

 

那覇市上下水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

那覇市上下水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程（上下水道局総務

課） 
那覇市上下水道局企業職員給与規程(平成元年那覇市水道局規程第９号)の一部を

次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(職員の給与) 

第２条 [略] 

２ 技工長及び技工の給与につい

ては、那覇市現業職員の給与の種

類及び基準を定める条例(昭和 58

年那覇市条例第 12 号)の規定の

適用を受ける職員の例による。 

(職員の給与) 

第２条 [略] 

２ 主任技工及び技工の給与につ

いては、那覇市現業職員の給与の

種類及び基準を定める条例（昭和

58年那覇市条例第12号）の規定の

適用を受ける職員の例による。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改

正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、

当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

付 則 

この規程は、公布の日から施行し、改正後の那覇市上下水道局企業職員給与

規程は、平成２１年４月１日から適用する。 
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上下水道局告示 

 
那覇市上下水道局告示第６号  

平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

公共下水道の供用開始について（上下水道局下水道課） 
 

 下水道法第９条第１項及び同条第２項の規定により公共下水道６３次（雨水）の

供用及び処理開始を次のとおり公示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

１ 使用及び処理開始年月日  平成２１年６月１日 

２ 使用及び処理開始区域  

【雨水】 

古波蔵３丁目の一部、古波蔵４丁目の一部 

（古波蔵雨水ポンプ場・同ポンプ場の処理範囲 3.07ha） 

３ 供用及び処理開始する排水施設の位置 

別紙図示のとおり 

４ 供用及び処理開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

分流式 

５ 図面を縦覧に供する場所及び期間 

那覇市上下水道局 下水道課 

平成２１年６月１日から２週間 
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教育委員会教育長訓令 
 

那覇市教育委員会教育長訓令第７号  

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ７ 日  

施 行 済  

 

 

那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

那覇市教育委員会     

教育長 桃 原 致 上  

 

那覇市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令（教育委員会総務課） 
 

那覇市教育委員会文書取扱規程(平成 21 年那覇市教育委員会教育長訓令第 1 号)

の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(史料文書) (史料文書) 

第 43条 保存年限を満了した文書のうち、史

料文書として歴史博物館長(事務分掌規則

第 2 条第 2 項の規定により置く館長をい

う。)が指定する文書については、歴史博物

館(事務分掌規則第7条第4項に規定する歴

史博物館をいう。)に移管するものとする。

第43条 保存年限を満了した文書のうち、史

料文書として博物館長(事務分掌規則第 2

条第 2 項の規定により置く館長をいう。)

が指定する文書については、博物館(事務分

掌規則第 7 条第 4 項に規定する博物館をい

う。)に移管するものとする。 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

付 則 

 この訓令は、平成２１年６月１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
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選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第４号  

平 成 ２ １ 年 ６ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並び

に市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１項及び第

４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方自

治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例

に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

                    那覇市選挙管理委員会  

委員長 瀬 良 垣 武 安  

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数   ４，８９７人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数   ８１，６１１人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   ４０，８０６人 
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